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不動産適正取引推進機構では、消費者と宅地建物取引業者との不動産取引に係る紛争を、
ADR（裁判外紛争解決手続）により解決する事業を行っており、これを「特定紛争処理事業」
と呼んでいます（以下、特定紛争処理という。）。ADR（Alternative Dispute Resolution）とは、
裁判手続きによらずに民事紛争を解決する手続きです。通常、裁判では、当事者間の紛争につい
て裁判所が最終的な判断を示すことによって争点に最終的な解決を与えますが、ADRでは、第
三者の仲介により、当事者間の自由な意志と努力に基づいて、柔軟に紛争の解決を目指します。

特定紛争処理は、国土交通省（地方整備局）や都道府県の宅建業法主管課、各地の消費生活セ
ンター、事業者団体等に寄せられた相談・苦情の中で、解決が困難な民事上の紛争のうち、両紛
争当事者の同意があるものについて、弁護士、建築の専門家、行政経験者等の3名の紛争処理委
員が、中立的な立場で、紛争解決に向けた調整・仲裁を行うものです。

当機構創立翌年の昭和60年4月の第1号案件から、これまでに181件の受理・調整（令和6年
3月末現在）を実施してきましたが、紛争処理委員の方々の解決に向けたご尽力と紛争当事者の
方々の歩み寄りの努力により、約8割が円満解決に至っています。

これまで、特定紛争処理の調整期日には、双方当事者に、東京都港区虎ノ門の当機構の会議室
等にお越しいただいて調整を実施してきましたが、オンラインでの参加も可能となるよう、今般、
Web会議システム「Zoom」を活用できる体制を整備しました。これにより、長距離移動の負担
等により当事者の調整期日への参加が難しかった、全国各地の紛争についても、特定紛争処理で
採り上げやすくなります。

特定紛争処理の活用については、当機構特定紛争処理事務局（03－3435－0877）にお気軽にお
問合せ下さい。

以下では、当機構の特定紛争処理（ADR）の特徴と手続きの流れについてご紹介します。
なお、特定紛争処理の実績等については、当機関誌『RETIO』第133号（2024年春号）P30〜

35「各事業の40年間の実績（特定紛争案件処理事業）」及び同第113号（2019年春号）P60〜70「座
談会『特定紛争処理制度（機構ADR）の取組み』」もご覧ください。

特定紛争処理（機構ADR）で、 
オンラインによる調整参加が可能に

〜 Web会議システム「Zoom」を活用し、 
全国各地の紛争を採り上げることができる体制を整備〜

前総括研究理事　山田 哲也
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特定紛争処理の特徴

1．�宅建業所管行政庁等と連携し、不動産取引に関する紛争解決体制を構築
しています

（不動産取引紛争の解決・予防を担う専門機関として40年の取組）
昭和50年代に消費者と宅建業者間の不動産取引を巡る苦情や紛争が多数発生し、これらの紛争

の未然防止と迅速な解決を担う専門機関として、昭和59年4月に、（財）不動産適正取引推進機
構が設立されました。以来、40年間にわたり、①特定紛争処理（ADR）、②消費者・関係者等へ
の啓発・助言、③不動産取引紛争に関する調査研究、といった取組を、国土交通省、宅地建物取
引業所管行政庁、消費者行政所管庁、不動産関連事業者団体等と連携協力し、体系的一体的に実
施してきています。（表1）

（行政庁等からの要請に基づく紛争処理）
特定紛争処理の最大の特色は、日々、不動産取引に係る相談・苦情や紛争への対応を行ってい

る、宅建業を所管する国土交通省（地方整備局）・都道府県、各地の消費生活センター、事業者
団体等の一次処理機関（以下、行政庁等という。）からの要請に基づいて紛争処理を行っている
ことにあり、行政庁等と連携した消費者保護体制を構築しています。

行政庁等に持ち込まれた消費者と宅建業者の間の不動産取引紛争で、解決が困難な民事上の紛
争のうち、両紛争当事者の同意があるものについて、行政庁等から当機構に紛争処理の要請が行
われます。（表2）

表1　不動産取引に関する紛争の解決・予防に係る取組の概要

➡

約　 万

約 約

約　   万 PV
PV
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当事者から当機構に対する直接申立はできませんが、トラブルでお悩みの方からの事前相談に
ついては機構事務局で受け付けており、当機構からの助言で行政庁等にご相談いただき、調整手
続きに入った例も数多くあります。

（結果概要の公表（→同種紛争の未然防止と紛争解決の指針の提供））
特定紛争処理では、調整結果の概要（紛争の経緯や原因、調整の過程、和解内容等）を、当事
者のプライバシーに配慮したうえで、本機関誌『RETIO』にて紹介しています。（当事者の方には、
特定紛争処理による解決を希望・同意する段階で、概要公表の了解を得ることとしています）
当機構ホームページでは、これまで『RETIO』で紹介した全事例について、年度別、紛争原
因別で検索・閲覧することができます。
同種紛争の予防や紛争解決の指針として、不動産取引に関わる多く方々に活用されることを期
待しています。
（これまで特定紛争処理で採り上げた紛争事例一覧を、表4で掲載しています。）

2 ．�不動産取引の専門家が、両当事者と丁寧に対話を重ね、柔軟な解決を目
指します

（不動産取引に関する専門家 3名で紛争処理を担当）
特定紛争処理は、事案ごとに当機構が委嘱する3名の紛争処理委員が担当します。1名は、日
本弁護士連合会からの推薦による経験豊かな弁護士が担当し、2名は、宅建業法等不動産関係法
規に精通した行政経験者、建築等の専門家、不動産鑑定士、大学教授（法学）が担当します。
また、特定紛争処理の事務局には、当機構で電話相談対応や不動産取引紛争に関する調査研究
を担当している職員を配置し、特定紛争処理の事前相談への対応、紛争当事者や行政庁等との連
絡調整、紛争処理委員への支援、調整期日の準備運営、結果概要のとりまとめ等、円滑な事業運
営に努めています。

（交互面接方式により、当事者との丁寧な対話を実施）
特定紛争処理による和解率は約8割と高い解決率となっています。

表2　要請団体別受付件数（令和6年3月現在）
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調整手続は、非公開で月1回程度の開催を原則とし、各調整期日には、概ね2時間をかけて丁
寧に双方当事者からその主張や事情を聴取しています。

一般的にADRにおける当事者との面談には、双方当事者が対面する「同席方式」と、交替で
個別に事情を聴く「交互面接方式」がありますが、特定紛争処理では「交互面接方式」を原則と
しています。

これは、①感情的対立関係にある当事者が相手のいないところで腹蔵なく自分の本音を言える
状況を保証する、②一方当事者の考えを紛争処理委員を介して整理して伝える方が、他方当事者
としては冷静にその内容を理解・判断できる点などを重視しているものです。

必ずしも法律的解釈だけに頼らない柔軟な解決を目指しており、紛争処理委員の高い専門性や
知見を基礎とした和解提案や、中立・公平な立場で、当事者の主張を丁寧に傾聴して意見交換す
ることにより、当事者の納得が得られることが大きいものと考えられます。

当事者は、調整手続きにおいて、対立点に関する専門的な知見の説明を受けながら、自己の紛
争に対する見方を客観化させていくプロセスを経て、裁判による解決の見通しや要する時間・費
用、執行の可否、紛争解決の時の行政庁の取り扱い等を総合的に考慮し、紛争を最終的に解決す
る決断に至るものと考えられます。

（和解条件履行の確実性）
特定紛争処理では、最終的に金銭的解決により和解するケースが多くあります。金銭的解決に

より和解金（解決金）を支払うことになった場合には、和解契約書を調印する場で現金や銀行振
出預金小切手により授受することを原則としており、和解条件の履行が確実に行われます。

特定紛争処理手続の流れ

①行政庁等への苦情申立て・相談
▶　 申立者（通常は消費者）が行政庁等の第一次処理機関に苦情申立て・相談を行います。
▶　 第一次処理機関が事案の性質からみて特定紛争処理による解決が適当と認める場合、（実
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務的には当機構事務局との事前協議を経て）申立者及び相手方に特定紛争処理の利用を紹
介します。

②行政庁等からの特定紛争処理要請
▶　 双方当事者から特定紛争処理を利用したいとの同意があった場合、行政庁等は、双方当事

者より紛争処理依頼書・申立書・取引経緯書・付属資料（売買契約書や重要事項説明書等）
を受け入れます。（書式は事務局より都度送付します）

▶　 両当事者には、申立手数料、調整期日毎の手数料、和解成立手数料等の負担はありません。
（特別な鑑定費用等を要する場合には、当事者の同意を得て、負担して頂くことがありま
す。）

▶　 行政庁等は、当機構に対して、当事者名や事案概要を記した紛争処理要請書を提出します。
③案件採り上げ決定

▶　 紛争処理委員のうち、弁護士6名による事前協議を経て案件採り上げの正式受理決定を行
います。正式受理決定された場合には、当事者・行政庁等・担当する紛争処理委員に決定
通知を行います。

▶　 第1回調整期日の設定等、以後の事務手続は原則として事務局が行い、行政庁等の負担は
ありません。

④調整手続
▶　 調整手続は非公開で、月1回程度の開催を原則としています。調整回数に制限はありませ

んが、近年では、概ね2〜3回で合意に達し、3〜4回目の調整期日において和解契約を
行うのが標準的なケースです。

▶　 和解が成立した場合、最終回調整期日において、和解契約書の締結・解決金の授受ととも
に、消費者からは第一次処理機関宛ての苦情取下げ書を同時に提出していただきます。

▶　 数度の調整を経ても解決の見込みがない場合には、紛争処理委員の判断で手続を打ち切る
ことがあります。

⑤調整結果報告
▶　 事務局より行政庁等に対して、紛争処理結果報告書と苦情取下げ書（和解が成立した場合）

を提出します。
▶　 同種の紛争の未然防止のため、地域・固有名詞を伏せたうえで、当機構の機関紙『RETIO』

にて事案の概要・調整結果について報知しています。

おわりに

国土交通省・都道府県の宅建業主管課への苦情・紛争相談の件数や宅建業者に対する処分件数
を見ると、これまでの官民の取組の蓄積もあり、長期的には減少傾向にはありますが、一方で、
当機構へ寄せられる電話相談は近年1万件を超える状況が続いており、消費者が不動産に求める
情報や質の向上を背景として、不動産をめぐるトラブルも多様化・複雑化していると考えられま
す。

トラブルについては、まずは当事者間の話し合い、交渉による解決が基本となりますが、それ
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が困難な場合には、中立的な第三者が当事者間に入り、トラブルの解決を目指すADRは、裁判
と比べ、費用や時間をかけずに柔軟な方法により解決を図れるため、双方にとって大きなメリッ
トがあります。宅建業者にとっては、専門家である第三者を交えた話し合いによる解決が図れれ
ば、消費者からの信頼獲得にもつながります。
現在では、司法、行政、民間等の様々な機関で、専門性の高い多様なADRが提供されており、
当事者が抱えるトラブルの内容に応じた選択が可能になっています。（表3）
このような中で、行政庁等において解決困難な、消費者と宅建業者の紛争について、その迅速
な解決を目指すとともに、その結果概要を公表し、同種紛争の予防と紛争解決の指針を提供する、
特定紛争処理の役割は、引き続き大きいものと考えられます。
当機構では、今般のWeb会議システムによるオンライン参加など、消費者、宅建業者の方々
のニーズに対応した取組を、今後も積極的に進めてまいります。

表3　不動産に関する紛争解決を扱う主な機関

国土交通省

原

万円以内の
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表4　特定紛争処理で採り上げた紛争事例一覧（紛争要因別）
　　　（昭和60年〜令和5年度に受理処理された案件で『RETIO』に概要公表されたもの）
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請負工事
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